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-------------------------------------------------------------------------------------- 

「求職者等への職場情報提供に当たっての

手引」のポイント 

厚生労働省の「求職者等への職場情報提供に

当たっての手引」が策定・公表されました。本手引き

に沿って、求職者等が求める情報と、企業が情報

提供にあたって注意すべき点をみていきましょう。 

◆求職者等が開示・提供を求める主な情報 

(1) 企業等・業務に関する情報 

・企業等の安定性  ・事業、業務内容 

・入社後のキャリアパス 等 

(2) 職場環境に関する情報 

・在宅勤務、テレワークの可否   

・育児休業や短時間勤務等に関する制度 

・職場の雰囲気や社風  ・社員の定着率 等 

(3) 労働条件・勤務条件 

・賃金（昇給等も含む）   

・所定外労働時間（残業時間）、 

所定労働時間 

・有給休暇取得率  ・副業、兼業の可否  

・転勤の有無 等 

(4) その他 

【転職者の場合】 

・経験者採用割合   

・経験者採用の離職率  ・研修制度 

・オンボーディング制度 等 

【非正規雇用労働者の場合】 

・就職後のキャリア形成 

・正社員転換制度の有無および正社員転換実

績 等 

 

◆情報提供にあたってのポイント 

・情報量が多くなりすぎないように注意する 

・数値情報を提供する場合は、数値の定義を補足

する 

・更新時期や制度の利用実態などもあわせて正確

な情報を提供する 

・実績が低調であっても、改善に向けた取組みや今

後の方針とあわせて情報提供する 

◆「しょくばらぼ」の活用 

 中小企業においては、「若者雇用促進総合サイ

ト」、「女性の活躍推進企業データベース」、「両立

支援のひろば」に掲載されている企業等の情報を求

職者等に総合的・横断的に提供するウェブサイト

「しょくばらぼ」の活用を推進しています。幅広い情報

提供が可能となるほか、ハローワークインターネット

サービスと連携しているため、より少ない作業負担で

求職者等に対する情報提供ができます。 

 採用のミスマッチを防いで、労働者の離職率低下

やエンゲージメントの向上に役立てましょう。 

 

４月からの求人票記載に関するポイント 

◆明示する労働条件が追加 

 ４月１日からの改正で、ハローワークの求人票に記

載する労働条件に、「従事すべき業務の変更の範

囲」「就業場所の変更の範囲」「有期労働契約を更

新する場合の基準」の３つが追加されています。具

体的な記載のしかたを紹介します。 

 

 

◆従事すべき業務の変更の範囲 

 採用後、業務内容の変更予定がない場合は、

「仕事の内容」欄に「変更範囲：変更なし」と明示し
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ます。異なる業務に配置する見込みがある場合は、

同欄に変更後の業務を明示します。 

◆就業場所の変更の範囲 

 異なる就業場所に配置する見込みがある場合は、

「転勤の可能性」欄で「１．あり」を丸で囲み、転勤

範囲を明示します。 

◆有期労働契約を更新する場合の基準 

 原則として更新する場合は、「契約更新の可能

性」欄で「１．あり」を丸で囲み、「原則更新」を選択

して丸で囲みます。通算契約期間または更新回数

に上限がある場合は、「求人に関する特記事項」欄

に「更新上限：有（通算契約期間○年／更新回数

○回）」と明示します。 

 更新の可能性はあるもののそれが確実ではない場

合は、同欄で「１．あり」を丸で囲み、「条件付きで更

新あり」を選択して丸で囲みます。そして、「契約更

新の条件」欄に具体的な更新条件を記載します。

通算契約期間または更新回数に上限がある場合

は、「契約更新の条件」欄にその旨を記載します。 

◆記載欄に書き切れない場合 

 上記の労働条件について指定された記載欄に書

き切れない場合は、求人申込書の「求人に関する

特記事項」欄に記載します。 

 

食事の現物給与の価格が変更されました 

◆現物給与とは？ 

給与は金銭で支給されるのが一般的ですが、住

宅（社宅や寮など）の貸与、食事、自社製品、通勤

定期券などで支給することがあります。この場合、現

物給与といいます。 

現物給与で支給するものがある場合は、その現

物を通貨に換算し、金銭と合算して標準報酬月額

の決定を行いますが、健康保険、船員保険、厚生

年金保険および労働保険において現物給与の価

額は厚生労働大臣が定めることとされています（「厚

生労働大臣が定める現物給与の価額」として告示）。 

◆現物給与価額の改正内容 

上記告示の内容が一部改正され、令和６年４月

１日より、40 都道府県において、食事の現物給与

価額が変更になりました。前年よりも食事の額がアッ

プしていますが、現物給与の価額をより現在の実態

に即したものとするための改正であるとしています。 

なお、「住宅で支払われる報酬等」に係る現物給

与の価額については、改正はありません。 

◆留意点 

 現物給与価額の改正は、固定的賃金の変動（昇

給・降給や住宅手当、役付手当等の固定的な手

当の追加や支給額の変更の場合）に該当します。

よって、「被保険者報酬月額変更届」が必要になる

場合がありますので注意が必要です。 

 また、今回改正された価額は、４月１日から適用さ

れます。４月の給与の締日が月の途中である場合も、

現物給与（食事、住宅等）については、給与の締日

は考慮せず、４月分（１カ月分）の報酬として計算し

ます。 

 

5 月の税務と労務の手続提出期限 
［提出先・納付先］ 

10日 
○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付

［郵便局または銀行］ 
○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前

月以降に採用した労働者がいる場合＞ 
［公共職業安定所］ 

15日 
○ 特別農業所得者の承認申請［税務署］ 
31日 
○ 軽自動車税（種別割）納付［市区町村］ 
○ 自動車税（種別割）の納付［都道府県］ 
○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 
○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事

務所］ 
○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状

況報告書の提出［公共職業安定所］ 
○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険

者でない場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞ 
［公共職業安定所］ 

○ 確定申告税額の延納届出額の納付［税務署］ 


